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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１０月１９日 ０２時５０分ごろ 

発生場所 和歌山県日
ひ

ノ
の

御
み

埼西方沖 

紀伊日ノ御埼灯台から真方位２８３°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５３.３′ 東経１３５°０１.８′） 

事故の概要  貨物船新
しん

つがる丸は、北進中、また、貨物船兼砂利運搬船第八

大共
だいきょう

丸は、北西進中、両船が衝突した。 

 新つがる丸は、右舷中央部に破口等を生じ、また、第八大共丸は、

左舷船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 新つがる丸、７４５トン 

   １３７２３７、東南海運株式会社、株式会社阪神シッピング 

   ８７.５９ｍ×１２.８０ｍ×７.７３ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１５年６月１８日 

Ｂ 貨物船兼砂利運搬船 第八大共丸、６９０トン 

   １３５５１３、御前崎海運株式会社 

   ７９.２０ｍ×１３.５０ｍ×７.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成８年１０月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１９年７月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２９年６月８日 

    免状有効期間満了日 平成３４年７月３０日 

  航海士Ａ 男性 ６５歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２年２月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２７年１１月５日 

    免状有効期間満了日 平成３２年１１月４日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

四級海技士（航海） 
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免 許 年 月 日 昭和４０年１月８日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年２月１４日 

    免状有効期間満了日 平成３１年１１月１２日 

  航海士Ｂ 男性 ６９歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成５年１月７日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２９年１１月２４日 

    免状有効期間満了日 平成３５年１月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部に破口等 

Ｂ 左舷船首部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、石材約２,０４

０ｔを積載し、平成３０年１０月１６日１２時１０分ごろ北海道浦河

町浦河港を出港し、和歌山県和歌山下津港に向かった。 

Ａ船は、航海士Ａが１８日２３時２５分ごろ昇橋し、前直の船長Ａ

から当直を引き継いで単独の当直につき、和歌山県白浜町市江
い ち え

埼南方

沖を約１１.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北西進

した。 

航海士Ａは、入直後、右舷船首方１.５Ｍ付近にＢ船の船尾灯を視

認し、レーダーのＡＲＰＡ機能を使ってＢ船が約１１.４kn の速力で

北西進していることを知り、しばらくして方位がわずかに船尾方に変

わっているのを認めた。 

航海士Ａは、１９日０２時２０分ごろＢ船が右舷正横付近となり、

約０.５Ｍ離れているのを認め、０２時４５分ごろ日ノ御埼沖の転針

予定地点に至り、手動操舵に切り換えて右舵をとり、和歌山下津港沖

に向けて約０００°（真方位、以下同じ。）の針路に転じ、再び自動

操舵とした。 

Ａ船は、航海士Ａが操舵室中央の舵輪後方に立ち、船首方の見張り

に当たっていたところ、和歌山下津港の到着予定時刻を聞きに昇橋し

た機関長からＢ船の灯火が近いことを知らされ、右舷方を見たとこ

ろ、至近に迫ったＢ船を認め、衝突の危険を感じ、左舵一杯をとった

ものの、０２時５０分ごろ右舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

 船長Ａは、自室で休んでいたところ衝撃を感じて昇橋し、本事故の

発生を知り、海上保安庁に通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示で和歌山県田辺港に錨泊し、後日、和歌

山下津港に入港して仮修理が行われた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか５人が乗り組み、珪
けい

石
せき

約１,５０
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０ｔを積載し、平成３０年１０月１８日１１時４０分ごろ愛知県

蒲郡
がまごおり

市蒲郡港を出港し、岡山県玉野市日比
ひ び

港に向かった。 

航海士Ｂは、０２時４０分ごろ昇橋し、前直の二等航海士から周囲

の状況、針路、速力等を引継ぎ、左舷正横０.５Ｍ付近にＢ船の速力

より若干速く、ほぼ同じ針路で同航するＡ船がいることを知らされ、

引き継ぎを終え、二等航海士が降橋して単独の当直についた。 

Ｂ船は、航海士Ｂが双眼鏡を使って周囲を見渡し、Ａ船の航海灯を

認め、また、２ＭレンジとしたレーダーでＡ船との距離を確認し、操

舵室左舷側にあるレーダーの後方に立ち、約１０.７knの速力で、鳴

門海峡に向けて自動操舵で北西進した。 

 航海士Ｂは、船首方の見張りに当たっていたところ、突然、衝撃を

感じ、左舷方を見てＡ船と衝突したことを知り、機関を停止した。 

 船長Ｂは、自室で休んでいたところ衝撃を感じて昇橋し、本事故の

発生を知り、海上保安庁に通報した。 

Ｂ船は、海上保安庁の指示で和歌山下津港に錨泊したのち日比港に

向かった。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状

況、写真３ Ｂ船、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ａ船及びＢ船は、共に法定灯火を表示していた。 

 航海士Ａは、和歌山下津港に向けて針路を転じたとき、Ｂ船がＡ船

の陸岸側を航行していたので、日ノ御埼沖で大阪湾の入口に当たる友

ケ島水道に向け、Ａ船と同様に針路を右に転じて北進すると思った。 

航海士Ａは、友ケ島水道から南進してくる船舶が多数いたので、主

に船首方の見張りに当たり、Ｂ船に接近していることに気付かなかっ

た。 

 航海士Ｂは、本事故時、左舷正横方向を同航するＡ船が、Ｂ船の船

首方を横切ることはないと思っていた。 

航海士Ａ及び航海士Ｂは、内航の貨物船に長く乗り組んでいたの

で、日ノ御埼沖の通航経験が共に豊富にあった。 

航海士Ａは、本事故時、ＡＩＳで、Ｂ船の行き先が日比港であるこ

とを知っていたが、Ｂ船が陸岸側を航行していたので、友ケ島水道を

経由して日比港に向かっていると思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、日ノ御埼西方沖を北進中、航海士Ａが、日ノ御埼沖でＢ船

が針路を右に転じると思い、Ｂ船に対する見張りを適切に行わずに航

行を続けたことから、Ｂ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝
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突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、Ｂ船がＡ船の陸岸側を航行していたことから、日ノ御

埼沖で友ケ島水道に向け、Ａ船と同様に針路を右に転じると思ったも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、日ノ御埼西方沖を北西進中、航海士Ｂが、Ｂ船の船首方を

Ａ船が横切ることはないと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行わず

に航行を続けたことから、Ａ船に接近していることに気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、日ノ御埼西方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が

北西進中、航海士Ａが、日ノ御埼沖でＢ船が針路を右に転じると思

い、Ｂ船に対する見張りを適切に行わずに航行を続け、また、航海士

Ｂが、Ｂ船の船首方をＡ船が横切ることはないと思い、Ａ船に対する

見張りを適切に行わずに航行を続けたため、共に接近していることに

気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・沿岸航海を行うに当たって主要な転針地点を通過する際、他船と

著しく接近することとならないよう、周囲の船舶に意識を向け、

継続して常時適切な見張りを行うこと。 

 ・ＡＩＳは船名、目的地などを早期に知ることができるので、ＡＩ

Ｓ装備船同士が接近する場合、十分余裕のある時期に、国際ＶＨ

Ｆ無線電話を使用するなどして、操船意図を連絡することが望ま

しい。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年１０月１９日 

 ０２時５０分ごろ発生） 

Ｂ船 

Ａ船 

和歌山県 

紀伊日ノ御埼灯台 

1 2 3 

日ノ御埼 
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北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

01:00:07 33-36-35.9 135-18-49.8 318.4 318 12.7
01:10:08 33-38-11.7 135-17-10.7 319.8 317 12.4
01:20:08 33-39-43.4 135-15-29.0 318.6 318 12.6
01:30:08 33-41-18.8 135-13-49.0 318.6 319 12.5
01:40:17 33-42-53.6 135-12-12.0 319.9 319 12.1
01:50:06 33-44-23.0 135-10-38.5 317.2 315 12.0
02:00:16 33-45-52.9 135-08-58.4 317.3 315 12.0
02:10:18 33-47-21.3 135-07-21.1 317.4 316 11.9
02:15:07 33-48-03.8 135-06-34.5 317.4 316 11.9
02:20:38 33-48-52.5 135-05-41.3 317.8 316 11.9
02:22:38 33-49-10.2 135-05-21.8 317.6 316 12.0
02:25:08 33-49-32.5 135-04-57.2 318.6 316 12.1
02:27:28 33-49-53.4 135-04-34.5 317.7 315 12.1
02:30:18 33-50-18.8 135-04-07.0 318.3 315 12.0
02:32:08 33-50-35.2 135-03-49.4 317.9 316 11.9
02:34:27 33-50-55.5 135-03-27.4 317.1 315 11.7
02:36:07 33-51-09.9 135-03-11.6 317.2 316 11.7
02:38:07 33-51-27.1 135-02-52.7 317.6 315 11.6
02:40:07 33-51-44.0 135-02-33.6 316.4 315 11.6
02:42:07 33-52-00.7 135-02-14.6 316.4 315 11.6
02:44:07 33-52-17.3 135-01-55.4 316.1 316 11.4
02:46:08 33-52-36.8 135-01-44.4 356.6 359 11.1
02:48:08 33-52-59.4 135-01-44.9 001.6 000 11.4
02:50:01 33-53-18.9 135-01-42.8 312.4 285 8.6
02:52:08 33-53-18.3 135-01-21.3 248.4 240 8.4
02:54:01 33-53-12.8 135-01-04.9 268.9 279 7.0
02:56:07 33-53-17.8 135-00-51.3 308.8 299 5.5
02:58:07 33-53-22.8 135-00-39.8 296.4 297 5.5
03:00:07 33-53-28.1 135-00-27.8 297.1 296 5.7

船　　位
※

対地針路
※ 対地速力時　刻 船首方位

※

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

   ※ 対地針路及び船首方位は、真方位を示す。 
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北　緯 東　経

(時：分：秒) （°-′-″） （°-′-″） （°） （°） （kn）

01:00:18 33-37-46.4 135-18-47.6 316 316 12.1

01:10:19 33-39-14.0 135-17-08.8 316 316 12.1

01:20:08 33-40-39.7 135-15-29.9 315 316 12.1
01:30:00 33-42-03.7 135-13-51.1 316 316 11.7
01:40:18 33-43-29.6 135-12-13.1 317 317 11.3
01:50:20 33-44-54.9 135-10-40.4 317 318 11.4
02:00:00 33-46-16.8 135-09-12.9 319 318 11.3
02:10:39 33-47-47.0 135-07-37.4 317 317 11.2
02:15:40 33-48-29.3 135-06-52.6 318 318 11.2
02:20:00 33-49-05.9 135-06-13.6 318 318 11.2
02:22:19 33-49-25.6 135-05-52.8 318 318 11.3
02:25:19 33-49-51.4 135-05-25.7 318 318 11.4
02:27:39 33-50-11.6 135-05-04.6 318 318 11.4
02:30:19 33-50-34.1 135-04-40.8 318 318 11.3
02:32:39 33-50-54.5 135-04-19.6 319 318 11.4
02:34:19 33-51-08.7 135-04-04.7 318 318 11.4
02:36:09 33-51-24.6 135-03-48.1 319 318 11.3
02:38:49 33-51-47.3 135-03-24.4 318 317 11.3
02:40:49 33-52-04.3 135-03-05.8 318 317 11.4
02:42:09 33-52-15.4 135-02-53.6 317 317 11.3
02:44:09 33-52-31.7 135-02-34.4 314 317 11.5
02:46:09 33-52-48.4 135-02-16.1 317 318 11.3
02:48:10 33-53-05.2 135-01-57.4 317 318 11.1
02:50:02 33-53-20.3 135-01-43.1 329 308 9.3
02:52:03 33-53-27.1 135-01-30.1 306 316 5.4
02:54:18 33-53-38.4 135-01-17.6 317 321 7.7
02:56:06 33-53-42.3 135-01-03.7 250 231 7.2
02:58:03 33-53-36.7 135-00-51.7 256 277 4.9
03:00:02 33-53-38.8 135-00-44.0 304 325 2.8

船　　位
※

時　刻 対地針路
※

船首方位
※ 対地速力

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

    ※ 対地針路及び船首方位は、真方位を示す。 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

破口 
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               写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

凹損 


